
証券コード 6856
株主各位

京都市南区吉祥院宮の東町２番地

株式会社堀場製作所
第88回定時株主総会招集ご通知

交付書面非記載事項
（2025年１月１日から2025年12月31日まで）

① 事業報告
・当社グループの現況に関する事項の「主要な事業内容」及び「主要な営業所及び工場」
・会社の新株予約権等に関する事項
・会計監査人の状況
・会社の体制及び方針
② 連結計算書類
・連結株主資本等変動計算書
・連結注記表
③ 計算書類
・貸借対照表
・損益計算書
・株主資本等変動計算書
・個別注記表
④ 監査報告書
・会計監査人の監査報告書 謄本
上記の各項目は、法令及び当社定款第18条第２項の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に交付する書
面（交付書面）に記載していません。なお、監査役及び会計監査人は上記の①から③の事項を含む監査対象書類を
監査しています。
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当社グループの現況に関する事項
（１） 主要な事業内容（2025年12月31日現在）

当社グループは各種分析計の製造及び販売を行っており、セグメント別の主要製品、サービスは次のとおり
です。

セグメント 主な事業内容

エネルギー・環境 エンジン排ガス測定装置、使用過程車用排ガス測定器、車載型排ガス測定装置、
ドライブラインテストシステム、エンジンテストシステム、ブレーキテストシステム、
テストオートメーション、燃料電池試験装置、バッテリー試験装置、車両開発エンジニアリング、
試験エンジニアリング、研究開発棟リース、煙道排ガス分析装置、水質計測装置、大気汚染監視用分析装置、
環境放射線測定器、プロセス計測設備、粒子径分布測定装置、蛍光X線分析装置、ラマン分光分析装置

バイオ・ヘルスケア 血球計数装置、免疫測定装置、生化学用検査装置、血糖値検査装置、リモートモニタリングサービス、
粒子径分布測定装置、蛍光X線分析装置、ラマン分光分析装置、蛍光分光・寿命測定装置、分光器・検出器、
グレーティング（回折格子）

先端材料・半導体 マスフローコントローラー、薬液濃度モニター、半導体異物検査装置、残留ガス分析装置、
粒子径分布測定装置、蛍光X線分析装置、元素分析装置、ラマン分光分析装置、蛍光分光・寿命測定装置、
分光器・検出器、グレーティング（回折格子）
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（２） 主要な営業所及び工場（2025年12月31日現在）

会社名 拠点、都市

株式会社堀場製作所 本社・工場（京都市）、びわこ工場（滋賀県大津市）、HORIBA最先端技術センター（京
都市）、東京支店（東京都千代田区）

株式会社堀場エステック 本社・工場（京都市）、阿蘇工場（熊本県阿蘇郡）、京都福知山テクノロジーセンター
（京都府福知山市）

株式会社堀場アドバンスドテクノ 本社・工場（京都市）

株式会社堀場テクノサービス 本社（京都市）

ホリバ・インスツルメンツ社（アメリカ） 本社・工場（アメリカ/カリフォルニア州）、研究所・工場（アメリカ/ニュージャージ
ー州）、研究所・工場（アメリカ/ネバダ州）

ホリバ・ヨーロッパ社（ドイツ） 本社・工場（ドイツ/オーバーウルゼル市）、支店（ドイツ/ダルムシュタット市）

ホリバABX社（フランス） 本社・工場（フランス/モンペリエ市）

ホリバ・フランス社（フランス） 本社・工場・リサーチセンター（フランス/パレゾー市）、研究所・工場（フランス/リ
ール市）

ホリバMIRA社（イギリス） 本社（イギリス/ナニートン市）

ホリバ・フューエルコン社（ドイツ） 本社・工場（ドイツ/バルレーベン市）

ホリバ・ブラジル社（ブラジル） 本社・工場（ブラジル/サンパウロ州）

ホリバ・インド社（インド） 本社（インド/ニューデリー市）、テクニカルセンター（インド/プネ市）、工場（インド
/ナグプール市）

ホリバ・コリア社（韓国） 本社・工場（韓国/安養市）

堀場エステック・コリア社（韓国） 本社・工場（韓国/龍仁市）、工場（韓国/水原市）

堀場儀器（上海）有限公司（中国） 本社・工場（中国/上海市）

堀場（中国）貿易有限公司（中国） 本社（中国/上海市）
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会社の新株予約権等に関する事項
当社の役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況

名称 発行日 個数 株式の種類と数 行使時の払込金額 行使期間 保有者数
第１回株式報酬型
新株予約権

2009年４月16日 195個 普通株式
19,500株

１株当たり１円 2009年４月17日〜
2039年４月16日

取締役３名

第２回株式報酬型
新株予約権

2010年４月23日 97個 普通株式
9,700株

１株当たり１円 2010年４月24日〜
2040年４月23日

取締役３名

第３回株式報酬型
新株予約権

2011年４月21日 116個 普通株式
11,600株

１株当たり１円 2011年４月22日〜
2041年４月21日

取締役３名

第４回株式報酬型
新株予約権

2012年４月24日 110個 普通株式
11,000株

１株当たり１円 2012年４月25日〜
2042年４月24日

取締役４名

第５回株式報酬型
新株予約権

2013年５月８日 139個 普通株式
13,900株

１株当たり１円 2013年５月９日〜
2043年５月８日

取締役３名

第６回株式報酬型
新株予約権

2014年４月24日 115個 普通株式
11,500株

１株当たり１円 2014年４月24日〜
2044年４月23日

取締役３名

第７回株式報酬型
新株予約権

2015年５月８日 88個 普通株式
8,800株

１株当たり１円 2015年５月９日〜
2045年５月８日

取締役３名

第８回株式報酬型
新株予約権

2016年５月10日 120個 普通株式
12,000株

１株当たり１円 2016年５月11日〜
2046年５月10日

取締役４名

第９回株式報酬型
新株予約権

2017年５月９日 74個 普通株式
7,400株

１株当たり１円 2017年５月10日〜
2047年５月９日

取締役４名

第10回株式報酬型
新株予約権

2018年５月８日 75個 普通株式
7,500株

１株当たり１円 2018年５月９日〜
2048年５月８日

取締役４名

第11回株式報酬型
新株予約権

2019年４月19日 119個 普通株式
11,900株

１株当たり１円 2019年４月20日〜
2049年４月19日

取締役４名

第12回株式報酬型
新株予約権

2020年４月24日 155個 普通株式
15,500株

１株当たり１円 2020年４月25日〜
2050年４月24日

取締役４名

第13回株式報酬型
新株予約権

2021年４月30日 78個 普通株式
7,800株

１株当たり１円 2021年５月１日〜
2051年４月30日

取締役４名

（注）１．社外取締役に保有者はいません。
２．第１回株式報酬型新株予約権から第４回株式報酬型新株予約権までの主な行使条件は次のとおりです。
（１）「行使期間」に関わらず、新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」といいます。）は、当社の取締役及び執行

役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できます。
（２）その他の条件については、株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間に締

結した「新株予約権割当契約」に定めるところによります。
３．第５回株式報酬型新株予約権から第13回株式報酬型新株予約権までの主な行使条件は以下のとおりです。
（１）「行使期間」に関わらず、新株予約権者は、当社の取締役及びコーポレートオフィサー（執行役員）の地位に基づき割当てを

受けた新株予約権については、当社の取締役及びコーポレートオフィサー（執行役員）のいずれの地位も喪失した日の翌日
から10日を経過するまでの間に限り、子会社の取締役及びコーポレートオフィサー（執行役員）の地位に基づき割当てを受
けた新株予約権については、当該子会社の取締役及びコーポレートオフィサー（執行役員）のいずれの地位も喪失した日の
翌日から10日を経過するまでの間に限り、新株予約権を行使できるものとし、それぞれの地位に基づいて割当てを受けた新
株予約権をそれぞれ一括して行使できます。

（２）その他の条件については、株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間に締
結した「新株予約権割当契約」に定めるところによります。

４．上記の新株予約権の個数及び数は、コーポレートオフィサー（執行役員）の地位であった時に交付されていたものを含みます。
５．当社は、2022年３月26日開催の第84回定時株主総会において、当社の取締役に交付または支給する譲渡制限付株式報酬制度及

び事後交付型株式報酬制度を導入することを決議いただき、以後株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の発行は行わ
ないものとしました。
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会計監査人の状況
（１） 会計監査人の名称

有限責任 あずさ監査法人

（２） 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
① 当社の当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 67百万円
② 当社及び当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 79百万円
（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区

分せず、実質的にも区分できないため、上記①の金額には、これらの合計額を記載しています。
２．当社の重要な連結子会社のうち、ホリバ・インスツルメンツ社（アメリカ）、ホリバ・ヨーロッパ社（ドイツ）、ホリバ

ABX社（フランス）、ホリバ・ヨーロッパ・ホールディング社（フランス）、ホリバ・フランス社（フランス）、ホリバ
MIRA社（イギリス）、堀場（中国）貿易有限公司（中国）は、当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人
（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。）の監査（会社法または金融商品取引法（これらの法律
に相当する外国の法令を含む。）の規定によるものに限る。）を受けています。

３．当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部
署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度にお
ける職務遂行状況や報酬見積りの算出根拠などを検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の
同意を行っています。

（３） 当社に対する会計監査人の対価を伴う非監査業務の内容
該当事項はありません。

（４） 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に

提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の

同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される
株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
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会社の体制及び方針
（１） 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保す
るための体制

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ．取締役及び使用人の職務の執行に当たっては、法令及び定款を遵守することをホリバコーポレートフィロ
ソフィ、倫理綱領等に明記して、法令・定款遵守の企業風土を醸成し、法令・定款違反行為の未然防止に努
めています。
取締役及び使用人が他の取締役または使用人の法令・定款違反行為を発見した場合は、内部通報に関する

規程に基づいて通報するものとし、コンプライアンス統轄責任者は通報内容を確認して、必要に応じて社内
関係機関に報告するなどガバナンス体制を維持・強化しています。

ⅱ．コンプライアンス体制の基礎として、倫理綱領及びコンプライアンスに関する規程を定めており、今後と
も、取締役及び使用人全員へのこれらの浸透を図り、内部統制システムの構築・整備・維持・向上の推進を
図っていきます。また、必要に応じて取締役及び使用人に対して、教育を実施していきます。

ⅲ．内部監査に当たる監査担当部署は、法令・定款違反の発見・防止と業務プロセスの改善指示等に努めるも
のとし、執行部門から独立した組織にしています。

iv．監査役は、当社の法令・定款遵守体制及びコンプライアンスに関する体制の運用に問題があると認める時
は、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとしています。

v．取締役会、監査役による監督・監視体制充実のため、業務の適正化に必要な知識と経験を有した社外取締役
と社外監査役をすでに選任していますが、今後とも引き続き適任者を選任します。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、取締役の指揮・監督の下で業務執行を行う使用人の職務執行

に係る情報も含めて、文書管理保存に関する規程・基準に基づき適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・
管理しています。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
損失の危険の管理に関する体制の基礎として、リスク管理に関する諸規程を定め、リスク管理の体制を構

築し、運用しています。また、必要に応じて取締役及び使用人に対してリスク管理に関する教育・訓練を実
施しています。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務執行が効率的に行われることを確保する体制の基礎として、取締役会を原則として月１回開

催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催しています。また、取締役会の決定に基づく職務執行に当たって
は、取締役・執行役員が役割分担等を行い効率的な業務執行を行っています。
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⑤ 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
ⅰ．グループ会社における業務の適正を確保するため、グループ会社全てに適用するホリバコーポレートフィ
ロソフィを制定しており、その考え方を基礎として、グループ各社で諸規程を定めています。子会社の取締
役等の職務の執行に係る事項の会社への報告に関する体制として、グループ全社の管理に関する規程に従い、
当社への決裁・報告制度による子会社経営の管理を行い、各グループ会社の経営会議等を通じて子会社の取
締役等の職務の執行に係る事項につき報告を求めるとともに、必要に応じてモニタリング・監査を行ってい
ます。また、子会社の取締役等及び使用人の職務の執行等が法令及び定款に適合することを確保するための
体制として、取締役及び使用人は、グループ会社において、法令・定款違反その他コンプライアンスに関す
る重要な事項を発見した場合には、内部通報に関する規程に基づいて通報するものとしています。

ⅱ．子会社の損失の危険の管理に関する体制として、グループ全社の管理に関する規程に従い子会社のリスク
把握を行うほか、国内子会社においては、国内の子会社も対象とするリスク管理に関する諸規程を定め、子
会社におけるリスク管理の体制を構築し、運用しています。

ⅲ．子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制として、グループ一体とな
った経営を推進し、各グループ会社の経営会議、グローバル経営戦略の審議・決定を行う会議、経営戦略に
基づく予算の審議・決定を行う会議を開催するほか、グループ会社間で業務のシェアードサービスを実施す
る等、効率化を図っています。

ⅳ．子会社が当社からの経営管理、経営指導内容が法令に違反し、その他、コンプライアンス上の問題がある
と認識した場合には、監査担当部署またはコンプライアンス担当部署に報告します。監査担当部署またはコ
ンプライアンス担当部署は直ちに監査役に報告するとともに、必要に応じて社内関係機関に報告します。監
査役は意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとしています。また、報告を受けた
監査担当部署またはコンプライアンス担当部署、社内関係機関は、コンプライアンスに関する規程、リスク
管理に関する規程等に基づき対応します。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項と当該使
用人の取締役からの独立性に関する事項、監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役は、監査役の職務を補助すべき使用人として、当社の使用人から監査役補助者を任命することを求

めることができるものとしています。監査役補助者に関し、その任命、解任、人事異動、評価、賃金等の改
定については、監査役の同意を必要としています。また、監査役は、監査の実効性の観点から監査役補助者
の体制の強化に努めるものとし、監査役補助者の属する組織及び監査役の監査役補助者に対する指揮命令権
の明確化を図っています。

⑦ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員等の
職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査役
に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関する体制

ⅰ．取締役及び使用人は、当社の業務または業績に影響を与える重要な事項について監査役に、また同様に子
会社の取締役、監査役、使用人等（これらの者から報告を受けた者を含む）は、子会社の業務または業績に
影響を与える重要な事項について当該子会社における担当部署もしくは子会社の監査役を通じて当社の監査

2026年02月12日 20時06分 $FOLDER; 7ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



― 7 ―

役に、報告しています。前記に関わらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人、子会社の取
締役、監査役、使用人等に対して報告を求めることができるものとしています。

ⅱ．内部通報に関する規程に基づき、その適切な運用を維持することにより、法令・定款違反その他のコンプ
ライアンス上の問題について監査役への適切な報告体制を確保しています。

⑧ 報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
コンプライアンスに関する規程に報告者の不処分を規定し、前記「⑦」記載の報告を行った者に対して、報
告したことを理由に処分したり、不利な取扱いをしたりしません。

⑨ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続きその他の当該職務の執行について生ず
る費用または償還の処理に係る方針に関する事項
監査役は、監査役費用の支出にあたってその効率性及び適正性に留意し、職務の執行上必要と認める費用

について予算を計上しています。なお、緊急または臨時に支出した費用については、事後、償還を請求する
ことができるものとしています。

⑩ 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査の実施に当たり、監査役と弁護士、公認会計士等外部専門家との連携体制、監査担当部署等との社内

の連携体制を確保しています。

（２） 当社の上記体制の運用状況
① コンプライアンスに対する取組みの状況

ホリバコーポレートフィロソフィ、コンプライアンスに関する規程、倫理綱領、コンプライアンスハンド
ブック等を制定して、コンプライアンスに係る体制強化を図り、違法行為を未然防止するとともに、違法行
為を早期に発見・是正する施策として内部通報制度を導入し、多言語に対応した匿名性が担保された内部通
報窓口等を設置して、社内の法令遵守意識を高めています。
また、コンプライアンスに関する委員会を設置し、コンプライアンスに関する啓発や事案の審議、内部通

報された内容の審理・答申・是正勧告などの機能を担っています。
② 職務執行の適正性及び効率的に行われることに対する取組みの状況

定例取締役会を毎月１回、臨時の取締役会を必要に応じてそれぞれ開催し、取締役は迅速・機動的な意思
決定を行っています。
取締役会における経営の意思決定の迅速化と監督機能の強化を図るため、コーポレートオフィサー（執行

役員）制度を導入しています。取締役は、コーポレートオフィサーに業務執行を委託し、委託を受けたコー
ポレートオフィサーは部長等管理職に対して、具体的な指揮・命令・監視を行っています。取締役、コーポ
レートオフィサー、部門長が出席するオペレーション会議、経営会議はそれぞれ月に２〜４回の頻度で定期
的に開催し、業務執行に関する報告・検討・決定などを行っています。
また、取締役会、監査役による監督、監視体制充実のため、業務の適正化に必要な知識と経験を有した社

外取締役と社外監査役を選任しています。
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③ 損失の危険の管理に対する取組みの状況
リスク管理体制の強化を目的にリスクに関するグループ規程を制定し、リスクを各事業に関するリスク、

為替変動に関するリスク、国際情勢に関するリスク、買収や提携に伴う業績や財政状態の変化のリスク、情
報セキュリティに関するリスク、自然災害による設備の破損とそれに伴う納期遅延等のリスク、気候変動に
関するリスク、ビジネスと人権に関するリスク等と大きく分類し、それらのリスクの管理体制・危機発生の
際の責任体制などについて定めています。
リスク管理に関わる課題、対応策を協議、承認する組織として、リスクに関するグループの管理委員会が

その任に当たることとし、定期的な啓発活動、トレーニングにより、リスクに直面した際には、経営トップ
から担当者まで、当社グループ従業員全員が、自らの役割を認識し、責任ある的確な行動ができる体制を整
えています。

④ 当社グループにおける業務の適正性に対する取組みの状況
グループ全社の管理に関する規程に基づき、当社への決裁・報告制度による子会社経営の管理を行い、必

要に応じてモニタリングを行っています。
取締役及び使用人は、当社グループにおいて、法令・定款違反その他コンプライアンスに関する重要な事

項を発見した場合には、内部通報に関する規程に基づいて通報するものとしています。
また、各グループ会社の役員及び幹部社員が出席するグローバルな経営戦略を審議・決定する会議、経営

戦略に基づく予算を審議・決定する会議を開催しています。
⑤ 監査役の監査が実効的に行われることに対する取組みの状況

監査役は、監査役会で定めた監査方針、監査計画等に従って監査を実施し、取締役会、オペレーション会
議、事業部門ごとの経営会議、その他重要な会議に出席しています。また、取締役、内部監査部門等からそ
の職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状
況を調査して、取締役の職務遂行に関する不正の行為、法令・定款に違反する行為の監視をしています。
また、弁護士、公認会計士等の外部専門家との連携、監査担当部署等との社内の連携を図っています。

（３） 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、株主、投資家、お客様、取引先、従業員等の様々なステークホルダー（利害関係者）との相互関

係に基づき成り立っています。当社は、世界で事業展開する分析機器メーカーとして「真のグローバルカン
パニー」をめざし、様々な産業分野の市場に対して、付加価値の高い製品やサービス、分析技術を通じて、
「地球環境の保全」「ヒトの健康」「社会の安全・利便性向上」「科学技術の発展」などに貢献することを使命
とし、それによって、全てのステークホルダーに対する企業としての社会的責任（社会貢献）を果たすこと
ができると考えています。
また、当社は、将来の収益を生み出す源泉であり企業の永続を担保する人財（当社グループでは、従業員

を大切な財産と考えて「人財」と表現しています。）・技術力やそれを支える企業文化といった「見えない資
産」を大切に育成し、これらを包括する「HORIBAブランド」の価値を高める活動を展開しています。これ
により、企業価値向上と様々なステークホルダーとの強い信頼関係の構築をめざします。
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当社は、資本市場に公開された株式会社であるため、当社に対して投資していただいている株主の皆様に
は、当社の企業理念及び経営方針にご賛同いただいたうえで、そのご判断により当社の経営を当社経営陣に
対して委ねていただいているものと考えます。言い換えれば、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する
者の在り方について、株主の皆様の意思に基づき行われるべきものと当社は考えており、当社株式の大量取
得行為がなされた場合にそれに応じるべきか否かについても、最終的には株主の皆様のご判断に委ねられる
べきであると考えています。
一方、わが国の資本市場において、企業価値の源泉となるステークホルダーの存在を無視して、自己の短

期的な利益のみを追求していると思われる株式の大量取得行為があり得ると認識しています。当社としては、
上述の社会的責任を果たし、企業価値を向上させることが、このような濫用的な株式の大量取得行為への最
善の対応であり、いわゆる買収防衛策の導入は不要と判断しています。
ただ、仮に、このような濫用的な株式の大量取得行為の提案がなされた場合には、株主、投資家の皆様に

適切にご判断いただくために、当社経営陣はそのような濫用的な提案の内容や条件について十分検討し、そ
の検討結果及び見解を株主、投資家の皆様に提供することが、重要な責務であると考えています。
また、当社では、株主の皆様に対して善管注意義務を負う経営者の当然の責務として、株式の買付けや買

収提案に際しては、当社の企業価値・株主共同の利益への影響を慎重に判断し、適切な措置を講じます。
そのため、社外の専門家も起用して株式の買付けや買収提案の評価及び買付者や買収提案者との交渉を行

うほか、当社の企業価値、株主共同の利益を損なうと判断される株式の買付けや買収提案に対しては、当社
の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切と考え、関連する法令に従い、適切に対応します。

（４） 剰余金の配当等の決定に関する方針
オーナー（株主）の皆様への利益配分につきましては、2024年２月14日開催の取締役会において、

2024年12月期以降は、配当性向を、連結純利益の30％を目処としつつ、投資機会と資金状況等を総合的に
勘案し、特別配当や自己株式の取得を機動的に実施することを基本方針として決定しています。利益成長を
通じて企業価値向上を図るべく、内部留保資金を有効活用し成長分野に重点的に投資する一方、この方針の
もと、オーナー（株主）の皆様に対して、連結業績に連動した利益還元を実施してまいります。

※ 本事業報告中の記載金額及び株式数は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しています。
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連結株主資本等変動計算書（2025年１月１日から2025年12月31日まで） （単位：百万円）
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 12,011 18,624 241,826 △2,841 269,621
連結会計年度中の変動額
剰余金の配当 △11,330 △11,330
親会社株主に帰属する
当期純利益 37,090 37,090

自己株式の取得 △1 △1
自己株式の処分 △72 124 51
譲渡制限付株式報酬 1 172 174
事後交付型株式報酬 △46 143 97
その他資本剰余金の
負の残高の振替 117 △117 −
株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額
(純額)

連結会計年度中の
変動額合計 − − 25,642 439 26,081

当期末残高 12,011 18,624 267,469 △2,402 295,703

その他の包括利益累計額

新株予約権 非支配
株主持分 純資産合計その他

有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

退職給付に
係る

調整累計額

その他の
包括利益
累計額合計

当期首残高 6,901 37,112 382 44,395 673 14 314,704
連結会計年度中の変動額
剰余金の配当 △11,330
親会社株主に帰属する
当期純利益 37,090

自己株式の取得 △1
自己株式の処分 51
譲渡制限付株式報酬 174
事後交付型株式報酬 97
その他資本剰余金の
負の残高の振替 −
株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額
(純額)

1,720 5,613 548 7,882 △51 23 7,853

連結会計年度中の
変動額合計 1,720 5,613 548 7,882 △51 23 33,935

当期末残高 8,622 42,725 930 52,278 621 37 348,640
（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。
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連結注記表
１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項
（１） 連結の範囲に関する事項

① 連結子会社の状況
・連結子会社の数：46社
・主要な連結子会社の名称
株式会社堀場エステック、ホリバ・インスツルメンツ社（アメリカ）、ホリバ・ヨーロッパ社（ドイツ）、

ホリバABX社（フランス）、ホリバ・フランス社（フランス）、ホリバMIRA社（イギリス）、ホリバ・ヨー
ロッパ・ホールディング社（フランス）、ホリバ・UKファイナンス社（イギリス）、ホリバ・アメリカス・
ホールディング社（アメリカ）、堀場（中国）貿易有限公司（中国）、厚礼博（中国）投資有限公司（中国）

② 非連結子会社の状況
・非連結子会社の名称
株式会社ホリバコミュニティ

・連結の範囲から除いた理由
非連結子会社は、小規模であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外し
ています。

（２） 持分法の適用に関する事項
① 持分法を適用した非連結子会社または関連会社の状況

該当事項はありません。
② 持分法を適用していない非連結子会社または関連会社の状況

・当該会社等の名称
株式会社ホリバコミュニティ

・持分法を適用しない理由
持分法非適用会社は、連結純損益及び利益剰余金等に与える影響が僅少であり、かつ、全体としても重

要性が乏しいため、持分法の適用範囲から除外しています。
（３） 連結の範囲及び持分法の適用の範囲の変更に関する事項

① 連結の範囲の変更
2025年４月３日付で、当社の連結子会社である堀場エステック・コリア社（韓国）がEtaMax社（韓国）

の株式を取得したことに伴い、同社を連結の範囲に含めました。なお、2025年７月31日付で、同社は堀場
エステック・コリア社（韓国）に吸収合併されたことから、連結の範囲から除外しています。

② 持分法の適用範囲の変更
当連結会計年度において、当社の連結子会社が持分法適用会社であったIDV Robotics社（イギリス）の

保有株式を売却したことに伴い、同社を持分法適用の範囲から除外しています。
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（４） 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しています。

（５） 会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法
ａ．有価証券

その他有価証券
・市場価格のない株式等以外のもの：時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
法により算定しています。）

・市場価格のない株式等：主として移動平均法に基づく原価法
ｂ．デリバティブ：時価法
ｃ．棚卸資産

（原価法は、収益性の低下による簿価切下げの方法によっています。）
・商品及び製品、仕掛品：主として総平均法に基づく原価法
・原材料及び貯蔵品：主として移動平均法に基づく原価法

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
ａ．有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しています。
ｂ．無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しています。ソフトウエア（自社利用）については、社内における利用可能期間（１年〜10
年）に基づいています。

ｃ．リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法を採用しています。
③ 重要な引当金の計上基準
ａ．貸倒引当金

・当社及び国内連結子会社
受取手形、売掛金、貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権については個々の回収可能性を検討して、回収不能見込額を合わせて
計上しています。
・在外連結子会社
売掛金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、個々の債権の回収可能性を検討して計上しています。

ｂ．賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度負担額を計上しています。
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ｃ．製品保証引当金
製品保証費用の支出に備えるため、過去の実績額を基礎として所定の基準により計上しているほか、個別

に勘案した見積額を計上しています。
d．事業構造改善引当金

事業構造改善に伴い将来発生する費用に備えるため、その発生見込額を計上しています。
e．環境対策引当金

土壌汚染対策等の環境対策に係る費用に備えるため、その発生見込額を計上しています。
④ 退職給付に係る会計処理の方法
ａ．退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法について
は、給付算定式基準によっています。

ｂ．数理計算上の差異の処理方法
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（主として５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理してい
ます。

⑤ 収益及び費用の計上基準
当社グループは顧客との契約から生じる収益について、下記の５ステップアプローチに基づき、収益を認

識しています。

ステップ１：顧客との契約を識別する
ステップ２：契約における履行義務を識別する
ステップ３：取引価格を算定する
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する
ステップ５：履行義務を充足した時にまたは充足するにつれて収益を認識する

エネルギー・環境、バイオ・ヘルスケア、先端材料・半導体の３つのセグメントにおける製品の販売、サ
ービスの提供について、顧客との契約に基づき履行義務を識別し、通常は下記の時点で当社グループの履行
義務を充足すると判断し収益を認識しています。

ａ．製品の販売に係る収益
製品の販売については、顧客との契約の中で当社グループが据付等の義務を負う製品は据付等が完了した

時点、顧客との契約の中で当社グループが据付等の義務を負わない製品は着荷日に、顧客が当該製品に対す
る支配を獲得し、履行義務が充足されると判断し、当該時点において収益を認識しています。
ただし、一部の工事を伴う製品等、一定の期間にわたり充足される履行義務は、履行義務の充足に係る進

捗度に基づき収益を認識しています。進捗度の見積りは、各報告期間の期末日までに発生した原価が、予想
される原価の合計に占める割合に基づいて行っています。
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ｂ．サービスの提供に係る収益
サービスの提供に係る収益には、主に製品に関連した保証、修理、保守、移設等の業務に係る収益が含ま

れ、履行義務が一時点で充足される場合にはサービス提供完了時点において、一定期間にわたり充足される
場合にはサービス提供期間にわたり定額で収益を認識しています。
取引価格は、約束した財またはサービスの顧客への移転と交換に権利を得ると見込んでいる対価の金額で

あり、取引価格には重要な変動対価は含まれていません。また、主として取引価格は履行義務単位で決定さ
れ、契約における取引価格が該当する履行義務にそのまま配分されます。
取引の対価は履行義務を充足してから主として１年以内に受領し、重要な金融要素は含んでいません。

⑥ 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して

います。なお、在外連結子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益
及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配
株主持分に含めています。

⑦ 重要なヘッジ会計の方法
ａ．ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しています。また、一体処理の要件を満たす金利通貨スワップについては一体処理
を採用しています。

ｂ．ヘッジ手段とヘッジ対象
・ヘッジ手段：為替予約取引等、金利通貨スワップ
・ヘッジ対象：外貨建予定取引、外貨建借入金

ｃ．ヘッジ方針
社内管理規程に基づき、為替リスクを回避する目的で為替予約取引等、金利上昇リスク及び為替リスクを

回避する目的で金利通貨スワップ取引を行っています。
ｄ．ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ対象の時価の変動の累計とヘッジ手段の時価の変動の累計を比較することにより、有効性を評価し
ています。また、ヘッジ対象とヘッジ手段の重要な条件が同一である場合には、有効性の評価を省略してい
ます。

⑧ のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、５年間の定額法により償却を行っています。

⑨ その他連結計算書類作成のための重要な事項
ａ．グループ通算制度の適用

当社及び国内連結子会社はグループ通算制度を適用しています。
ｂ．グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱いの適用

当社及び国内連結子会社は、グループ通算制度を適用しており、法人税及び地方法人税並びに税効果会計
の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」
（実務対応報告第42号 2021年８月12日）に従っています。
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（６） 会計方針の変更に関する注記
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下

「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しています。
法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準

第20−３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65−２項(２)ただし書
きに定める経過的な取扱いに従っています。なお、当該会計方針の変更による連結計算書類への影響はあり
ません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結計算

書類における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首か
ら適用しています。なお、当該会計方針の変更による連結計算書類への影響はありません。
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２．会計上の見積りに関する注記
会計上の見積りにより、当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であり、翌連結会計年度に

係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

固定資産の評価
（１） 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

（単位：百万円）
当連結会計年度

有形固定資産 132,147
無形固定資産 6,445
減損損失 998

（２） 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 金額の算定方法

当社グループの事業用資産については、報告セグメントを基礎とした管理会計上の区分に基づき、グルー
ピングを行っています。当連結会計年度末日現在で、固定資産が減損している可能性を示す兆候があるか否
かを評価しています。新規事業については合理的な事業計画と比較して実績が著しく下方に乖離していない
場合には減損の兆候には当たらないと判断しています。なお、保有する資産グループに減損の兆候がある場
合に減損テストを実施し、資産グループの回収可能価額が帳簿価額を下回っている場合には、当該資産グル
ープの帳簿価額を回収可能価額まで減損します。回収可能価額は、使用価値と正味売却価額（日本基準の場
合）または処分コスト控除後の公正価値（国際財務報告基準の場合）を比較し、いずれか高い方を採用して
います。

② 見積りの算出に用いた主な仮定
使用価値は経営者により作成された事業計画を基礎として、算定しています。また、使用価値の算定に用

いる割引率は、加重平均資本コストを基に算定しています。
正味売却価額または処分コスト控除後の公正価値は、外部の専門家から入手した不動産鑑定書等に基づき

算定しています。

③ 翌連結会計年度に与える影響
使用価値の算定に利用した経営者により作成された事業計画等の見直しが必要となった場合や、正味売却

価額または処分コスト控除後の公正価値の算定に利用した不動産鑑定評価等に下落が生じた場合には、翌連
結会計年度において固定資産の評価に重要な影響を及ぼす可能性があります。
なお、当連結会計年度における計上額は「４．連結損益計算書に関する注記 減損損失」に記載していま

す。
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３．連結貸借対照表に関する注記
有形固定資産の減価償却累計額 105,743百万円

４．連結損益計算書に関する注記
減損損失
当社グループは以下の資産について減損損失を計上しています。

（単位：百万円）
場所 用途 種類 減損損失

日本
京都府京都市 事業用資産 ソフトウエア仮勘定 513

ドイツ
ダルムシュタット市他 事業用資産

機械装置 126
工具器具備品 17
建設仮勘定 52
無形固定資産-その他 4

アメリカ
トロイ市他 事業用資産

機械装置 153

工具器具備品 0

中国
蘇州市 事業用資産

建物及び構築物 59
機械装置 69
工具器具備品 1

当社グループの事業用資産については、報告セグメントを基礎とした管理会計上の区分に基づき、グルーピン
グを行っています。
当社のソフトウエア仮勘定において、国内グループ各社の開発・生産に係る基幹システム刷新の開発費をソフ

トウエア仮勘定に計上していましたが、システム開発計画の見直しを決定しました。このため、当該資産の帳簿
価額を回収可能価額まで減額し、減損損失として計上しています。
なお、回収可能価額は使用価値により測定していますが、将来キャッシュ・フローが見込まれないことから、

使用価値を零として評価しています。
連結子会社であるホリバ・ヨーロッパ社（ドイツ）のエネルギー・環境セグメントの一部資産グループにおい

て、収益性の低下に伴い、減損の兆候があると判断しました。このため、当該資産グループの帳簿価額を回収可
能価額まで減額し、減損損失として計上しています。
なお、回収可能価額は処分コスト控除後の公正価値により測定しています。土地については公示価格等を基準

に測定し、その他の資産については主に再調達原価に減価要素を加味して測定しています。
連結子会社であるホリバ・インスツルメンツ社（アメリカ）のエネルギー・環境セグメントにおいて、成長性

の高いビジネスにリソースを集中させるために、受託試験事業の閉鎖を決定しました。このため、当該事業に係
る資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失として計上しています。
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なお、回収可能価額は処分コスト控除後の公正価値により測定していますが、売却や他への転用が困難なこと
から、公正価値を零として評価しています。
連結子会社である堀場科技（蘇州）有限公司（中国）のバイオ・ヘルスケアセグメントにおいて、競争激化に

伴う市場環境の悪化により、当初想定された収益が見込まれなくなったことから、試薬工場の閉鎖を決定しまし
た。このため、当該工場に係る資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失として計上してい
ます。
なお、回収可能価額は処分コスト控除後の公正価値により測定していますが、売却や他への転用が困難なこと

から、公正価値を零として評価しています。

事業構造改善費用
主に連結子会社であるホリバ・ヨーロッパ社（ドイツ）において、収益性の改善を図る施策を行ったことに伴

う費用であり、主な内容は従業員の早期退職に関連するものです。

環境対策費
所有土地の再開発等に伴う土壌汚染対策等に係る費用を計上しています。

のれん償却額
「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」（企業会計基準委員会移管指針第４号）第32項の規

定に基づき、連結子会社であるホリバ・ヨーロッパ社（ドイツ）が保有するベキシマ社（ドイツ）株式の実質価
額下落を受けた減損処理に伴って、のれんを償却したものです。

災害による損失
2025年９月12日に三重県で発生した豪雨により被災した棚卸資産の廃棄、固定資産の修繕等に係る費用を計

上しています。
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５．連結株主資本等変動計算書に関する注記
（１） 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 （単位：株）

当連結会計年度期首株式数 増加 減少 当連結会計年度末株式数
発行済株式
普通株式 42,233,252 − − 42,233,252

合計 42,233,252 − − 42,233,252
自己株式
普通株式（注）１、２ 280,753 162 43,597 237,318

合計 280,753 162 43,597 237,318
（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加162株は、単元未満株式の買取りによる増加です。

２．普通株式の自己株式の株式数の減少43,597株は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による減少17,076株、事後交付
型株式報酬としての自己株式の処分による減少14,221株、新株予約権の行使による減少12,300株です。

（２） 配当に関する事項
① 配当金支払額

決議 株式の
種類

配当金の
総額（百万円）

１株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

2025年２月13日
取締役会 普通株式 7,970 190 2024年12月31日 2025年３月10日

2025年８月７日
取締役会 普通株式 3,359 80 2025年６月30日 2025年９月１日

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

決議 株式の
種類

配当金の
総額（百万円） 配当の原資 １株当たり

配当額（円） 基準日 効力発生日

2026年２月12日
取締役会 普通株式 15,538 利益剰余金 370 2025年12月31日 2026年３月２日
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（３） 新株予約権に関する事項
新株予約権の内訳 目的となる株式の種類 目的となる株式の数（株）

第１回株式報酬型新株予約権 普通株式 21,600

第２回株式報酬型新株予約権 普通株式 10,700

第３回株式報酬型新株予約権 普通株式 14,000

第４回株式報酬型新株予約権 普通株式 13,100

第５回株式報酬型新株予約権 普通株式 15,900

第６回株式報酬型新株予約権 普通株式 12,900

第７回株式報酬型新株予約権 普通株式 10,400

第８回株式報酬型新株予約権 普通株式 14,700

第９回株式報酬型新株予約権 普通株式 9,400

第10回株式報酬型新株予約権 普通株式 9,800

第11回株式報酬型新株予約権 普通株式 16,400

第12回株式報酬型新株予約権 普通株式 22,000

第13回株式報酬型新株予約権 普通株式 11,500
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６．金融商品に関する注記
（１） 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については安全性を重視した運用をする一方、資金調達については主に銀行借

入や社債発行によっています。デリバティブは、為替変動リスク及び金利変動リスクを回避するために利用
し、投機的な取引は行わない方針です。

② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、期

日管理、残高管理を行うとともに顧客の財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握を図る等、その軽減に
努めています。
営業債務である支払手形及び買掛金は、多くが１年以内の支払期日です。
これらの営業債権債務のうち一部には外貨建のものがあり為替の変動リスクに晒されていますが、外貨建

の営業債権債務の相殺や先物為替予約の利用等により、リスクの軽減に努めています。
有価証券は、主に債券等の流動性の高い短期投資です。また、投資有価証券は、主に業務上の関係を有す

る企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されていますが、一定金額以上の株式取得、売却について
は取締役会での詳細な検討を行うとともに、株式の時価情報は適宜経営陣への報告を徹底してリスクの軽減
に努めています。
借入金のうち短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及び社債は、主に設備資金

及び運転資金に係る資金調達です。
営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されていますが、資金収支計画を作成する等の方法によりリスク

の軽減に努めています。
デリバティブ取引は、外貨建債権債務の残高の範囲内で為替予約取引を実施しているほか、輸出入にかか

る予定取引により確実に発生すると見込まれる外貨建債権債務に対して先物為替予約を行っています。また、
借入金の残高の範囲内で金利変動リスク及び為替変動リスク回避のため、金利スワップ取引や金利通貨スワ
ップ取引を実施し、投機的な取引は行わない方針です。

③ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ

り、当該価額が変動することもあります。
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（２） 金融商品の時価等に関する事項
2025年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。

（単位：百万円）

連結貸借対照表
計上額 時価 差額

有価証券及び投資有価証券

その他有価証券（注）２ 19,105 19,105 −

資産計 19,105 19,105 −

社債（１年内償還予定の社債を含む） 30,000 29,022 △977

長期借入金(１年内長期借入金を含む) 25,504 24,255 △1,249

負債計 55,504 53,277 △2,227

デリバティブ取引（注）３ △156 △156 −

（注）１．「現金及び預金」、「受取手形、売掛金及び契約資産」、「支払手形及び買掛金」、「短期借入金（１年内長期借入金を除く）」、「未払
金」、「未払法人税等」については、短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから記載を省略していま
す。

２．市場価格のない株式等は、「有価証券及び投資有価証券」には含まれていません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下の
とおりです。

（単位：百万円）

区分 連結貸借対照表計上額
非上場株式等 216
非連結子会社及び関連会社株式 32

３．デリバティブ取引によって生じた正味の債権、債務は純額で表示しています。
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（３） 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに

分類しています。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価

の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定

に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しています。
① 時価をもって連結貸借対照表に計上している金融商品

（単位：百万円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

株式 16,877 − − 16,877

債券 − 1,502 − 1,502

その他 − 726 − 726

資産計 16,877 2,228 − 19,105

デリバティブ取引

通貨関連 − 156 − 156

負債計 − 156 − 156
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② 時価をもって連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
（単位：百万円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
社債
（１年内償還予定の社債を含む） − 29,022 − 29,022

長期借入金
（１年内長期借入金を含む） − 24,255 − 24,255

負債計 − 53,277 − 53,277

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しています。活発な市場で取引されているものはレベル１の時価に分類しています。市
場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないものはレベル２の時価に分類しています。

デリバティブ取引
為替予約の時価は、為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算定し、レベル２の時価に分類
しています。

社債
当社の発行する社債の時価は、元利金の合計額と当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現在価値
法により算定し、レベル２の時価に分類しています。

長期借入金
長期借入金の時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定し、レベル２の
時価に分類しています。金利スワップの特例処理の対象とされている長期借入金は、当該金利スワップと一体として処理
された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定し、レベル
２の時価に分類しています。
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７．収益認識に関する注記
（１） 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）

セグメント（注）３
合計

エネルギー・環境 バイオ・ヘルスケア 先端材料・半導体

売上高（注）１

日本 38,225 7,762 30,662 76,650

アジア 27,585 10,971 100,442 138,999

米州 21,369 8,564 15,441 45,375

欧州 47,227 14,875 9,953 72,055

外部顧客への売上高（注）２ 134,407 42,173 156,500 333,081

（注）１．「売上高」は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しています。
２．「外部顧客への売上高」は顧客との契約から生じる収益及びその他の収益が含まれています。その他の収益に重要性はありません。
３．2024年２月14日に公表した中長期経営計画「MLMAP2028」において設定した３つの注力分野の推進体制を整備すべく、社内

体制を見直しました。これに伴い、当連結会計年度の期首より、報告セグメントを従来の「自動車」「環境・プロセス」「医用」
「半導体」「科学」から「エネルギー・環境」「バイオ・ヘルスケア」「先端材料・半導体」の３事業部門（フィールド）に変更して
います。

（２） 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「連結注記表 １．連結計算書類作成のための基本となる重要な事

項 （５） 会計方針に関する事項 ⑤ 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
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（３） 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
① 契約資産及び契約負債の残高等

（単位：百万円）
当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 78,318
顧客との契約から生じた債権（期末残高） 78,127
契約資産（期首残高） 4,264
契約資産（期末残高） 4,064
契約負債（期首残高） 25,387
契約負債（期末残高） 23,575
（注）顧客との契約以外から生じた債権は、その金額に重要性がないため、「顧客との契約から生じた債権」に含めて表示して

います。

契約資産は主に、当連結会計年度末時点で完了しているが、まだ請求していない履行義務に係る対価に対
する当社グループの権利に関連するものです。契約資産は、支払いに対する権利が無条件になった時点で債
権に振り替えられます。
契約負債は主に、履行義務を充足する前に顧客から受け取った対価です。契約負債は契約に基づいた履行

義務を充足した時点で収益へ振り替えられます。
当連結会計年度に認識された収益について、期首時点で契約負債に含まれていた金額は 19,370百万円で

す。

② 残存履行義務に配分した取引価格
（単位：百万円）

当連結会計年度
１年以内 145,154
１年超 8,246
合計 153,401

８．１株当たり情報に関する注記
（１） １株当たり純資産額 8,286円08銭
（２） １株当たり当期純利益 883円50銭
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貸借対照表（2025年12月31日現在） （単位：百万円）
資産の部 負債の部

科目 金額 科目 金額
流動資産
現金及び預金

受取手形

売掛金及び契約資産

有価証券

商品及び製品

仕掛品

原材料及び貯蔵品

未収入金

その他

貸倒引当金

固定資産
有形固定資産
建物

構築物

機械及び装置

車両運搬具

工具、器具及び備品

土地

建設仮勘定

無形固定資産
ソフトウエア

その他

投資その他の資産
投資有価証券

関係会社株式

関係会社出資金

その他

貸倒引当金

99,181
48,561

3,725

17,541

2,002

2,006

8,082

2,843

13,059

1,363

△5

136,074
31,624
9,788

351

1,017

57

1,463

8,966

9,978

242
156

86

104,207
16,269

82,508

3,735

1,732

△37

流動負債 41,962
支払手形 27
電子記録債務 5,290
買掛金 5,243
未払金 10,724
未払費用 1,314
未払法人税等 969
契約負債 2,261
賞与引当金 146
製品保証引当金 445
環境対策引当金 320
１年内償還予定の社債 15,000
その他 220

固定負債 47,038
社債 15,000
長期借入金 20,000
債務保証損失引当金 9,858
環境対策引当金 44
繰延税金負債 1,633
その他 503

負債合計 89,001
純資産の部

株主資本 137,389
資本金 12,011
資本剰余金 18,612
資本準備金 18,612
利益剰余金 109,167
利益準備金 817
その他利益剰余金 108,349
固定資産圧縮積立金 20
別途積立金 82,989
繰越利益剰余金 25,340

自己株式 △2,402
評価・換算差額等 8,244
その他有価証券評価差額金 8,244
新株予約権 621

純資産合計 146,254
資産合計 235,256 負債純資産合計 235,256

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。
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損益計算書（2025年１月１日から2025年12月31日まで） （単位：百万円）
科 目 金 額

売上高 63,679
売上原価 37,172
売上総利益 26,507

販売費及び一般管理費 19,369
営業利益 7,138

営業外収益
受取利息 183
受取配当金 25,565
雑収入 3,307 29,057

営業外費用
支払利息 78
社債利息 67
為替差損 234
雑損失 2,951 3,332

経常利益 32,863
特別利益

固定資産売却益 0
投資有価証券売却益 1
債務保証損失引当金戻入額 196 197

特別損失
固定資産除却損 102
減損損失 513
債務保証損失引当金繰入額 5,392
環境対策費 597 6,605

税引前当期純利益 26,456
法人税、住民税及び事業税 1,724
法人税等調整額 △154 1,570
当期純利益 24,885
（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。
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株主資本等変動計算書（2025年１月１日から2025年12月31日まで） （単位：百万円）
株主資本

資本金
資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他資本
剰余金

資本剰余金
合計 利益準備金

その他利益剰余金 利益剰余金
合計固定資産

圧縮積立金 別途積立金 繰越利益
剰余金

当期首残高 12,011 18,612 − 18,612 817 21 82,989 11,901 95,729
当期変動額
剰余金の配当 △11,330 △11,330
固定資産圧縮積立金の
取崩 △1 1 −

当期純利益 24,885 24,885
自己株式の取得
自己株式の処分 △72 △72
譲渡制限付株式報酬 1 1
事後交付型株式報酬 △46 △46
その他資本剰余金の
負の残高の振替 117 117 △117 △117

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

当期変動額合計 − − − − − △1 − 13,438 13,437
当期末残高 12,011 18,612 − 18,612 817 20 82,989 25,340 109,167

株主資本 評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計自己株式 株主資本合計 その他有価証券

評価差額金
評価・換算
差額等合計

当期首残高 △2,841 123,511 6,520 6,520 673 130,705
当期変動額
剰余金の配当 △11,330 △11,330
固定資産圧縮積立金の
取崩 − −

当期純利益 24,885 24,885
自己株式の取得 △1 △1 △1
自己株式の処分 124 51 51
譲渡制限付株式報酬 172 174 174
事後交付型株式報酬 143 97 97
その他資本剰余金の
負の残高の振替 − −
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額) 1,723 1,723 △51 1,672

当期変動額合計 439 13,877 1,723 1,723 △51 15,549
当期末残高 △2,402 137,389 8,244 8,244 621 146,254
（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。
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個別注記表
１．重要な会計方針
（１） 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券
子会社株式及び関連会社株式：移動平均法に基づく原価法
その他有価証券
・市場価格のない株式等以外のもの：時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
法により算定しています。）

・市場価格のない株式等：移動平均法に基づく原価法
② デリバティブ：時価法
③ 棚卸資産

（原価法は、収益性の低下による簿価切下げの方法によっています。）
・商品及び製品、仕掛品：総平均法に基づく原価法
・原材料及び貯蔵品：移動平均法に基づく原価法

（２） 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）：定額法を採用しています。

なお、主な耐用年数は次のとおりです。
建物 ：２年〜50年
構築物 ：４年〜60年
機械及び装置 ：２年〜17年
車両運搬具 ：２年〜６年
工具、器具及び備品：２年〜20年

② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しています。ソフトウエア（自社利用）については、社内における利用可能期間（３年〜10

年）に基づいています。
③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定
額法を採用しています。
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（３） 引当金の計上基準
① 貸倒引当金

受取手形、売掛金、貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に
より、貸倒懸念債権等特定の債権については個々の回収可能性を検討して、回収不能見込額を合わせて計上
しています。

② 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しています。

③ 製品保証引当金
製品保証費用の支出に備えるため、過去の実績額を基礎として当社所定の基準により計上しているほか、

個別に勘案した見積額を計上しています。
④ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当
事業年度末において発生していると認められる額を計上しています。なお、退職給付債務の算定にあたり、
退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっています。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法に

より翌事業年度から費用処理することとしています。
⑤ 債務保証損失引当金

関係会社への債務超過に係る損失に備えるため、当該関係会社の財務状態等を勘案し、必要と認められる
額を計上しています。

⑥ 環境対策引当金
土壌汚染対策等の環境対策に係る費用に備えるため、その発生見込額を計上しています。

（４） 収益及び費用の計上基準
当社は顧客との契約から生じる収益について、下記の５ステップアプローチに基づき、収益を認識していま

す。

ステップ１：顧客との契約を識別する
ステップ２：契約における履行義務を識別する
ステップ３：取引価格を算定する
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する
ステップ５：履行義務を充足した時にまたは充足するにつれて収益を認識する

エネルギー・環境、バイオ・ヘルスケア、先端材料・半導体の３つのセグメントにおける製品の販売、サー
ビスの提供について、顧客との契約に基づき履行義務を識別し、通常は下記の時点で当社グループの履行義務
を充足すると判断し収益を認識しています。
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① 製品の販売に係る収益
製品の販売については、顧客との契約の中で当社が据付等の義務を負う製品は据付等が完了した時点、顧

客との契約の中で当社が据付等の義務を負わない製品は着荷日に、顧客が当該製品に対する支配を獲得し、
履行義務が充足されると判断し、当該時点において収益を認識しています。
ただし、一部の工事を伴う製品等の一定の期間にわたり充足される履行義務は、履行義務の充足に係る進

捗度に基づき収益を認識しています。進捗度の見積りは、各報告期間の期末日までに発生した原価が、予想
される原価の合計に占める割合に基づいて行っています。

② サービスの提供に係る収益
サービスの提供に係る収益には、主に製品に関連した保証、修理、保守、移設等の業務に係る収益が含ま

れ、履行義務が一時点で充足される場合にはサービス提供完了時点において、一定期間にわたり充足される
場合にはサービス提供期間にわたり定額で収益を認識しています。
取引価格は、約束した財またはサービスの顧客への移転と交換に権利を得ると見込んでいる対価の金額で

あり、取引価格には重要な変動対価は含まれていません。また、主として取引価格は履行義務単位で決定さ
れ、契約における取引価格が該当する履行義務にそのまま配分されます。
取引の対価は履行義務を充足してから主として１年以内に受領し、重要な金融要素は含んでいません。

（５） 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しています。

（６） 重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しています。また、一体処理の要件を満たす金利通貨スワップについては一体処理
を採用しています。

② ヘッジ手段とヘッジ対象
・ヘッジ手段：為替予約取引等、金利通貨スワップ
・ヘッジ対象：外貨建予定取引、外貨建借入金

③ ヘッジ方針
社内管理規程に基づき、為替リスクを回避する目的で為替予約取引等、金利上昇リスク及び為替リスクを

回避する目的で金利通貨スワップ取引を行っています。
④ ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ対象の時価の変動の累計とヘッジ手段の時価の変動の累計を比較することにより、有効性を評価し
ています。また、ヘッジ対象とヘッジ手段の重要な条件が同一である場合には、有効性の評価を省略してい
ます。
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（７） その他計算書類作成のための基本となる事項
① グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しています。
② グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱いの適用

当社は、グループ通算制度を適用しており、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示
については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号
2021年８月12日）に従っています。

（８） 会計方針の変更
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下、

「2022年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しています。
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過
的な取扱いに従っています。なお、当該会計方針の変更による計算書類への影響はありません。

２．貸借対照表に関する注記
（１） 有形固定資産の減価償却累計額 24,167百万円
（２） 関係会社の金融機関からの借入金等に対する保証債務 49,888百万円
（３） 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 19,435百万円
長期金銭債権 75百万円
短期金銭債務 7,828百万円

３．損益計算書に関する注記
（１） 関係会社との取引高

売上高 22,327百万円
仕入高 13,386百万円
その他の営業取引高 1,681百万円
営業取引以外の取引高 105,696百万円

（２） 債務保証損失引当金繰入額
子会社の債務超過にかかる損失に備えるための債務保証損失引当金の繰入額です。

（３） 債務保証損失引当金戻入額
子会社の債務超過の改善による債務保証損失引当金の戻入額です。

2026年02月12日 20時06分 $FOLDER; 34ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



― 34 ―

（４） 減損損失
（単位：百万円）

場所 用途 種類 減損損失
京都府京都市 事業用資産 ソフトウエア仮勘定 513

ソフトウエア仮勘定において、国内グループ各社の開発・生産に係る期間システム刷新計画を進めていまし
たが、システム開発計画の見直しを決定しました。このため、当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額
し、当該減少額を減損損失として計上しています。

（５） 環境対策費
所有土地の再開発等に伴う土壌汚染対策等に係る費用を計上しています。

４．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の種類及び株式数に関する事項 （単位：株）

当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数
普通株式（注）１、２ 280,753 162 43,597 237,318
（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加162株は、単元未満株式の買取りによる増加です。

２．普通株式の自己株式の株式数の減少43,597株は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による減少17,076株、事後交付
型株式報酬としての自己株式の処分による減少14,221株、新株予約権の行使による減少12,300株です。
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５．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
未払事業税 96百万円
試作品 10百万円
棚卸資産評価損 217百万円
貸倒引当金 13百万円
賞与引当金 44百万円
製品保証引当金 135百万円
未払役員退職慰労金 128百万円
減価償却超過額 199百万円
減損損失 213百万円
投資有価証券評価損 71百万円
関係会社株式評価損 3,902百万円
債務保証損失引当金 3,098百万円
研究開発費 987百万円
その他 555百万円

繰延税金資産計 9,675百万円
評価性引当額 △7,339百万円
繰延税金資産合計 2,336百万円
繰延税金負債
圧縮積立金 △9百万円
その他有価証券評価差額金 △3,699百万円
その他 △261百万円

繰延税金負債計 △3,970百万円
繰延税金負債の純額 1,633百万円

（注）繰延税金資産の「研究開発費」は重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しています。
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６．関連当事者との取引に関する注記
（１）子会社等

種類 会社等の名称 所在地
議決権
等の所
有割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

(百万円) 科目 期末残高
(百万円)

子会社

株式会社堀場エステック 京都市南区 直接100％ 当社の販売先
及び仕入先

代理購買
（注）１
債権譲受
（注）４、５
債務引受
（注）４、５

-

40,239

3,364

未収入金

未払金

9,348

2,560

株式会社堀場アドバンス
ドテクノ 京都市南区 直接100％ 当社の販売先

及び仕入先

代理購買
（注）１
債権譲受
（注）４、５
債務引受
（注）４、５

-

3,553

831

未収入金

未払金

863

135

株式会社堀場テクノ
サービス 京都市南区 直接100％ 当社の販売先

及び外注先
サービスの外注
（注）２ 6,729 買掛金 2,248

ホリバ・インスツルメンツ
社（アメリカ）

アメリカ/
カリフォルニア
州
アーバイン市

間接100％ 当社の販売先
及び仕入先

債権譲受
（注）４、５
債務引受
（注）４、５

9,614

40,938
- -

ホリバ・ヨーロッパ社
（ドイツ）

ドイツ/
オーバーウルゼ
ル市

直接75％
間接25％

債務の保証

当社の販売先
及び仕入先

借入等債務に対す
る保証（注）３
債権譲受
（注）４、５
債務引受
（注）４、５

45,226

3,333

5,917

- -

ホリバ・フランス社
（フランス）

フランス/
パレゾー市 間接100％ 当社の販売先

及び仕入先

債権譲受
（注）４、５
債務引受
（注）４、５

3,211

2,206
- -
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種類 会社等の名称 所在地
議決権
等の所
有割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

(百万円) 科目 期末残高
(百万円)

子会社

ホリバ・UK社
（イギリス）

イギリス/
ノーザンプトン
市

間接100％ 当社の販売先
及び仕入先

債権譲受
（注）４、５
債務引受
（注）４、５

415

3,680
未収入金 295

ホリバ・テストオートメー
ション社（イギリス）

イギリス/
ウースター市 間接100％

債務の保証

当社の販売先
及び仕入先

借入等債務に対す
る保証（注）３
債権譲受
（注）４、５
債務引受
（注）４、５

3,488

2,436

803

未払金 195

ホリバ・インスツルメンツ
社（シンガポール） シンガポール 直接100％ 当社の販売先

債権譲受
（注）４、５
債務引受
（注）４、５

419

9,926
- -

堀場儀器（上海）有限公司
（中国） 中国/上海市 間接100％ 債務の保証 借入等債務に対す

る保証（注）３ 4,057 - -

ホリバ・インド社
（インド）

インド/ニューデ
リー市 間接100％ 当社の販売先

及び外注先
借入等債務に対す
る保証（注）３ 3,194 - -

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
１．代理購買については、市場からの調達原価と同額のため、取引金額には含めていません。
２．サービスの外注については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しています。
３．各子会社に対する保証債務については、金融機関からの借入金等に対して保証したものであり、保証形態等を勘案して保証料を設

定しています。なお、ホリバ・ヨーロッパ社（ドイツ）の保証債務に対し、被保証先の財政状態を勘案して、債務保証損失引当金
7,495百万円及び債務保証損失引当金繰入額5,392百万円をそれぞれ計上しています。また、ホリバ・テストオートメーション社
（イギリス）の保証債務に対しても、被保証先の財政状態を勘案して、債務保証損失引当金2,362百万円及び債務保証損失引当金
戻入額196百万円をそれぞれ計上しています。

４．各子会社より債権譲受及び債務引受した上で、当社が対象となる債権・債務を相殺し、差額を精算しています。
５．各子会社の帳簿価額により債権譲受及び債務引受をしています。
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（２）役員及び個人主要株主等

種類 会社等の名称
又は氏名

議決権の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（百万円） 科目 期末残高
（百万円）

役員 小石 秀之 (被所有)
直接0.050% 取締役

ストック・オプシ
ョンの権利行使
（注）１

27 - -

役員 George
Gillespie

(被所有)
直接0.022% 取締役

金銭報酬債権の
現物出資

（注）２
17 - -

（注）１．会社法に基づき、取締役会において決議された、ストック・オプションの当事業年度における権利行使を記載しています。
なお、 取引金額はストック・オプションの権利行使による付与株式数に払込額を乗じた金額を記載しています。

２．事後交付型株式報酬制度に基づく、金銭報酬債権の現物出資です。
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７．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「個別注記表 １.重要な会計方針 （４）収益及び費用の計上基準」に

記載したとおりです。

８．１株当たり情報に関する注記
（１）１株当たり純資産額 3,467円79銭
（２）１株当たり当期純利益 592円78銭

９．連結配当規制適用会社に関する注記
当社は、連結配当規制の適用会社です。

10．重要な後発事象に関する注記
連結子会社に対する増資

当社は、2026年１月26日開催の取締役会において、当社の連結子会社であるホリバ・ヨーロッパ社（ドイツ）に
対する増資を行うことを決議し、2026年１月30日に払込を完了しました。
本増資は、当社グループ内で持ち分割合に応じて実施しています。
なお、ホリバ・ヨーロッパ社（ドイツ）の出資比率は当社が75%を直接保有し、当社の連結子会社であるホリバ・

ヨーロッパ・ホールディングス社（フランス）が25%を保有しており、当社グループ持分は100%です。

増資の概要
（１）増資の目的 運転資金の確保及び財務基盤の強化
（２）子会社の名称 ホリバ・ヨーロッパ社（ドイツ）
（３）事業の内容 計測機器の開発、製造、販売、サービス
（４）増資総額 60.0百万ユーロ（10,800百万円）
（５）払込者及び金額 当社 45.0百万ユーロ（8,100百万円）

ホリバ・ヨーロッパ・ホールディングス社 15.0百万ユーロ（2,700百万円）
（注）円換算額は便宜上、１ユーロ＝180円で換算しています。

11．追加情報に関する注記
法人税等の税率の変更による影響
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立したことに伴い、

2026年４月１日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、2027年１月１日に開始する事

業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、従来の30.54％から31.43％に変更となります。
なお、この税率変更による影響は軽微です。
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会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
2026年２月12日

株式会社堀場製作所
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人
京都事務所

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 紀平 聡志
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 山田 徹雄
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 山中 智弘

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社堀場製作所の2025年１月１日から2025年12月31日まで

の第88期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書
（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に
係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人

の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定
（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。ま

た、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対し
て意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類
等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にそ
の他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求
められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示すること

にある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内
部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、
我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事
項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかど

うかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断
を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実
施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際
して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業
の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前
提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な
不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業と
して存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかととも
に、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示
しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査
人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容
可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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